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 （コード番号：3069 STANDARD） 
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株主優待当面見送りに関するお知らせ 

 

株式会社ＪＦＬＡホールディングス（東京都中央区、代表取締役社長 檜垣 周作、以下「当

社」といいます。）は本日開催した取締役会において、株主優待を当面見送ることを決議し

ましたので、下記のとおりお知らせいたします。 

 

記 

 

１．株主優待当面見送りの理由 

当社は、株主の皆様からの日ごろのご支援に感謝するとともに、私どもの取り組みをより

一層知っていただき、当社株式を中長期的に保有いただくことを目的に株主優待制度を実

施してまいりました。 

現在当社グループでは、経営改善計画の着実な推進により経営基盤の強化を進めており、

第１四半期決算において営業利益は黒字に回復いたしましたが、一層の収益改善を早期に

実現していくためには、成長のための設備投資を行いつつも、財務体質の強化を進め、企業

価値の向上を図っていくことが、株主の皆様の利益に資するものと考え、この度株主優待を

当面見送りとさせていただくことといたしました。 

今後も株主の皆様に対する利益還元を経営の重要課題の一つと認識し、企業価値の向上

に向け全力で取り組んでまいりますので、何卒ご理解と引き続きのご支援を賜りますよう

お願い申し上げます。 

 

２．対象時期 

2023 年 3 月末時点の当社株式名簿に記載または記録された株主様への株主優待の提供を

もちまして、2026年 3月末まで当面見送りとさせていただくことを予定しております。 

※１．2023月 3月 31日権利分の株主優待については 2023年 9月 30日までご利用いただけ

ます。 

※２．配布済みの優待券につきましては、券面に記載された有効期限までご利用いただけま 

す。 

 

以上 


